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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水性媒体中に、
（ｉ）一般式（Ｉ）：
〔Ｎ（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）（Ｒ４）〕＋（Ｘ）－

　〔式中、Ｒ１は、１６個以上の炭素原子を有しているヒドロカルビル鎖であり、Ｒ２、
Ｒ３及びＲ４は１－３０個の炭素原子を有しているヒドロカルビル鎖から独立に選択され
；Ｘは塩形成アニオンである〕に対応する第一のカチオン性界面活性剤と、
（ｉｉ）一般式（ＩＶ）：
　　Ｒ〔Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－（ＣＨ２）ｍ〕ｎ－Ｎ＋（Ｒ１）（Ｒ２）－（ＣＨ２）ｐ－Ｃ
（Ｏ）－Ｎ（Ｒ３）（Ｒ４）（Ｘ－）
　〔式中、
　Ｒは５－３０個の炭素原子を有する直鎖状または分枝状のアルキルまたはアルケニル基
であり、
　ｍは２または３に等しい整数であり、
　ｎは０または１に等しい整数であり、
　Ｒ１及びＲ２は独立に、１－４個の炭素原子を有するアルキル基、または、ヒドロキシ
メチル、ヒドロキシエチルもしくはヒドロキシプロピル基であり、
　ｐは１－３の整数であり、
　Ｒ３は、
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　基－（ＣＨ２）ｑ－（Ｏ）ｙ－（ＣＨ２－ＣＨ（Ｒ５）－Ｏ）ｒ－Ｈを表し、ここに、
　ｑは１－５の整数であり、
　ｙは０または１に等しい整数であり、
　Ｒ５は水素原子またはメチル基であり、及び、
　ｒは０－１０の整数であり、但し、ｒとｙとが同時に０にはならないことを条件として
いるか、または、
　基－（ＣＨ２）ｓ－（ＣＨＯＨ）ｔ－（ＣＨ２）ｕ－ＣＨ３を表し、ここに、
　ｓは０－２の整数であり、
　ｔは０－６の整数であり、
　ｕは０－５の整数であるか、または、
　基－（ＣＨ２）ｖ－（ＣＨＯＨ）ｗ－ＣＨ２ＯＨを表し、ここに、
　ｖは０または１に等しい整数であり、
　ｗは１－６の整数であり、
　Ｒ４は水素原子であるか又はＲ３と同義であり、
　Ｘは、水溶性塩形成アニオンである〕に対応する第二のカチオン性界面活性剤と、
（ｉｉｉ）少なくとも１２個の炭素原子の長さを有する少なくとも１個の炭素鎖を有して
いる脂質材料
　を含む頭髪トリートメント組成物であって、
　第一のカチオン性界面活性剤（ｉ）と第二のカチオン性界面活性剤（ｉｉ）とを合わせ
た量が頭髪トリートメント組成物の１０重量％超の量であり、カチオン性界面活性剤（ｉ
ｉ）の量が組成物の全重量を基準として１－４０重量％であることを特徴とする、洗浄特
性及びコンディショニング特性を有する、前記頭髪トリートメント組成物。
【請求項２】
　一般式（ＩＶ）中のＲが８－１８個の炭素原子を有している直鎖状または分枝状のアル
キルまたはアルケニル基であり、ｍが３に等しい数であり、ｎが１に等しい数であり、Ｒ

１及びＲ２がメチル基であり、Ｒ３が２－ヒドロキシエチル基であり、Ｒ４が水素原子で
あることを特徴とする請求項１に記載の頭髪トリートメント組成物。
【請求項３】
　Ｒｏｓｓ－Ｍｉｌｅｓテストによって測定したとき、２０ｍｍ超の泡の高さを有するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　カチオン性界面活性剤（ｉ）が、セチルトリメチルアンモニウムクロリド、ステアリル
トリメチルアンモニウムクロリド、ベヘニルトリメチルアンモニウムクロリド及びそれら
の混合物から選択されることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の組成物
。
【請求項５】
　リンスオフコンディショナー、リーブオンコンディショナーまたはコンディショニング
ムースの形態であることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は、頭髪トリートメント組成物、より特定的には洗浄効果及びコンディショニング
効果を有している頭髪コンディショニングリンスに関する。
【０００２】
（発明の背景）
殆どの洗浄製品において主成分の１つは界面活性剤である。界面活性剤は、ゴミや汚れを
除去するため、また、製品が洗浄剤として機能していることを認知できる指標を消費者に
与える泡立ち性を洗浄製品に付与するために使用されている。
【０００３】
従来の洗浄組成物で頭髪を洗浄すると、正常な油分が汚れや不要な油分と共に除去される
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。例えば、特に頻繁な洗髪によって正常な油分が過度に除去されると、髪を梳いたり髪形
を整えたりすることが難しくなり、静電気によって髪が“舞い上がったり”する。更に、
パーマをかける、髪を染める、逆毛を立てる、髪を脱色するなどのような頭髪処理は、髪
の物理的状態に日光のような環境条件と同様の有害効果を与える。日光は髪の光触媒酸化
を生じさせる。これらの要因によって、髪の質（ｔｅｘｔｕｒｅ）が悪化し、乾いている
ときも湿っているときも髪が扱い難くまた梳き難くなる。
【０００４】
髪の状態を回復させるために頭髪コンディショナーが開発された。これらの組成物は通常
はシャンプー後の髪に塗布し、暫くの間は髪に塗布しておき、濯ぎ落とす。髪の外観、手
触り及び扱い易さを改善する製品が消費者の支持及び人気をより多く獲得するようになっ
ている。
【０００５】
従って、頭髪を“コンディショニングする”組成物は一般に、乾いた髪の静電気を減らし
、乾いた髪及び湿った髪の梳き易さを増すことによって頭髪の扱い易さ、外観及び手触り
を改善する。このようなコンディショニング製品は公知である。
【０００６】
多くのコンディショニング製品は、長鎖第四アンモニウム化合物を脂肪アルコールのよう
な脂質材料と組合せて含有している。このような製品は化粧品として特に優れた使用特性
及びレオロジー特性を有しているが、頭髪を脂性または油性にし、汚れや皮脂が再付着し
易い。
【０００７】
近年には、二重機能をもつ便利な製品、例えば、シャンプー兼コンディショナーを消費者
に提供するために洗浄用界面活性剤を主成分とする製品配合物により高いレベルの頭髪コ
ンディショニング有効物質を含有させることも試行された。このような“ツー・イン・ワ
ン”製品の目的は、配合物の洗浄特性及び泡立ち特性の双方をできるだけ維持しながら、
頭髪コンディショニング有効物質を髪表面に最適に付着させることである。
【０００８】
洗浄用界面活性剤を主成分とする配合物に頭髪コンディショニング剤を組合せるときには
、双方の成分の競合作用に起因する問題が生じる。例えば、配合物中に１種または複数の
コンディショニング剤を使用すると、界面活性剤の泡立ち特性が抑制される。また、界面
活性剤とコンディショニング剤との反応または錯体形成によって有効に作用する界面活性
剤の量が減少する。
【０００９】
例えば、シリコーンまたは鉱油もしくは植物油のようなコンディショニング剤を配合物中
に使用するときは、消費者に支持されるレベルの泡立ち及び洗浄効果をもつ配合物を提供
するために通常は配合物中の界面活性剤の量を増加させる。しかしながら、配合物中の界
面活性剤の使用量を増加すると、髪表面に付着するコンディショニング剤の量は減少する
。即ち、高レベルの洗浄用界面活性剤はコンディショニング剤の有益な効果を失わせる。
逆に、界面活性剤のレベルを変えないときは、コンディショニング剤のレベルを低下させ
る必要があり、この場合にもコンディショニング剤の有益な効果が失われる。
【００１０】
特定の組合せのカチオン性界面活性剤を含有する頭髪コンディショニング配合物が優れた
使用特性を維持しつつ頭髪保護効果を改善することがここに知見された。
【００１１】
意外にも、本発明の配合物は、カチオン性界面活性剤を主成分としており通常はアニオン
性または両性の界面活性剤を含有していないにもかかわらず、適格なレベルの洗浄及び泡
立ちを生じることができ、しかも、従来の頭髪コンディショナーに対する消費者の要望に
応えて湿った髪に滑らかな手触りを与えることが可能である。本発明の配合物は更に、髪
のスタイリング適性を改善するという利点を提供する。
【００１２】
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（発明の概要）
本発明は、洗浄特性及びコンディショニング特性を有している頭髪トリートメント組成物
を提供する。本発明組成物は、水性媒体中の、
（ｉ）一般式（Ｉ）：
〔Ｎ（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）（Ｒ４）〕＋（Ｘ）－

〔式中、Ｒ１は、１６個以上の炭素原子を有しているヒドロカルビル鎖を表し、Ｒ２、Ｒ

３及びＲ４は１－約３０個の炭素原子を有しているヒドロカルビル鎖から独立に選択され
、Ｘは、ハロゲン（例えば、塩化物、臭化物）、酢酸塩、クエン酸塩、乳酸塩、グリコー
ル酸塩、リン酸塩、硝酸塩、硫酸塩及びアルキル硫酸塩ラジカルから選択されるアニオン
のような塩形成アニオンを表す〕に対応する第一のカチオン性界面活性剤と、
（ｉｉ）一般式（ＩＩ）：
〔Ｎ（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）（Ｒ４）〕＋（Ｘ）－

〔式中、Ｒ１は、８－２０個、好ましくは８－１８個、より好ましくは８－１４個の炭素
原子を有しているヒドロカルビル鎖を表し、Ｒ２、Ｒ３及びＲ４は、（ａ）１－約３０個
の炭素原子を有しているヒドロカルビル鎖、または、（ｂ）１－約３０個の炭素原子を有
しており置換基として存在するかまたはラジカル連鎖中の結合として存在する１個または
複数の芳香族、エーテル、エステル、アミドまたはアミノ部分を含有する官能化ヒドロカ
ルビル鎖、から独立に選択され、Ｘは、ハロゲン（例えば、塩化物、臭化物）、酢酸塩、
クエン酸塩、乳酸塩、グリコール酸塩、リン酸塩、硝酸塩、硫酸塩及びアルキル硫酸塩ラ
ジカルから選択されるアニオンのような塩形成アニオンを表し、基Ｒ１－Ｒ４の少なくと
も１つが、アルコキシ（好ましくはＣ１－Ｃ３アルコキシ）、ポリオキシアルキレン（好
ましくはＣ１－Ｃ３ポリオキシアルキレン）、アルキルアミド、ヒドロキシアルキル、ア
ルキルエステル及びそれらの組合せから選択された１つまたは複数の親水性部分を含有す
る〕に対応するか、または、一般式（ＩＩＩ）：
〔Ｎ（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）（Ｒ４）〕＋（Ｘ）－

〔式中、
Ｒ１は、５－３０個の炭素原子を有している直鎖状または分枝状、好ましくは直鎖状の飽
和または不飽和のヒドロカルビル鎖を表し、該鎖は直接にまたはアルキルエステル、アル
キルアミドもしくはアルコキシもしくはそれらの組合せのような官能化リンク部分を介し
て第四窒素原子に結合されており、
Ｒ２は、１－３０個の炭素原子を有しており１個または複数のヒドロキシ基で置換されて
いてもよい直鎖状または分枝状、好ましくは直鎖状の飽和または不飽和のヒドロカルビル
鎖を表し、
Ｒ３は、１－３０個の炭素原子を有しており、場合によっては、ヒドロキシ、アルコキシ
及びポリオキシアルキレン基及びそれらの組合せから選択されヒドロカルビル鎖に置換基
としてまたはヒドロカルビル鎖中の結合として適宜存在する１個または複数の基を含む直
鎖状または分枝状、好ましくは直鎖状の飽和または不飽和のヒドロカルビル鎖を表し、
Ｒ４は、１－３０個の炭素原子を有しており、ヒドロキシ、芳香族、エーテル、エステル
、アミド及びアミノ基及びそれらの組合せから選択されヒドロカルビル鎖に置換基として
またはヒドロカルビル鎖中の結合として適宜存在する１個または複数の基を含む直鎖状ま
たは分枝状の飽和または不飽和のヒドロカルビル鎖を表し、
Ｘは、ハロゲン（例えば、塩化物、臭化物）、酢酸塩、クエン酸塩、乳酸塩、グリコール
酸塩、リン酸塩、硝酸塩、硫酸塩及びアルキル硫酸塩ラジカルから選択されるアニオンの
ような塩形成アニオンを表す〕に対応する第二のカチオン性界面活性剤と、
（ｉｉｉ）少なくとも１２個の炭素原子から成る鎖長をもつ少なくとも１個の炭素鎖を有
する脂質材料と、
から成り、
第一のカチオン性界面活性剤（ｉ）と第二のカチオン性界面活性剤（ｉｉ）とを合わせた
量が頭髪トリートメント組成物の２重量％を上回る量であることを特徴とする。
【００１３】
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（詳細な説明）
本文中で使用されたヒドロカルビル鎖なる用語はアルキル鎖またはアルケニル鎖を意味す
る。
【００１４】
一般式（ＩＩ）－（ＶＩ）で使用されたヒドロカルビル鎖中の炭素原子の数は炭素原子の
総数を意味しており、ヒドロカルビル鎖の置換基及びヒドロカルビル鎖中の結合基に炭素
原子が存在するときはそれらも含めた炭素原子の総数を意味する。この定義から明らかな
ように、炭素原子を含む置換基はヒドロカルビル鎖の分枝であると考えてもよく、従って
ヒドロカルビル鎖の結合であると考えてもよい。これはヒドロカルビル鎖の炭素原子の総
数の計算には影響しない。
【００１５】
疑問が生じないように、モノマー性第四アンモニウム化合物だけが、即ち、単一の第四窒
素原子を含有する化合物だけがカチオン性界面活性剤（ｉｉ）となることを明記しておく
。
【００１６】
カチオン性界面活性剤（ｉ）
本発明の頭髪トリートメント組成物は第一必須成分として上記の一般式（Ｉ）に対応する
カチオン性界面活性剤（ｉ）を含有している。
【００１７】
２個の長いアルキル鎖と２個の短いアルキル鎖とを含有するカチオン性界面活性剤が好ま
しく、または、１個の長いアルキル鎖と３個の短いアルキル鎖とを含むカチオン性界面活
性剤が特に好ましい。このような化合物中の長いアルキル鎖は１６個以上の炭素原子、好
ましくは１６－２２個の炭素原子を有しており、対応する短いアルキル鎖は一般に１－３
個の炭素原子、好ましくは１－２個の炭素原子を有している。
【００１８】
本発明の組成物に最も好ましいカチオン性界面活性剤（ｉ）は、セチルトリメチルアンモ
ニウムクロリド、ステアリルトリメチルアンモニウムクロリド及びベヘニルトリメチルア
ンモニウムクロリドから選択されたものである。上記のカチオン界面活性剤（ｉ）の任意
の混合物も適当である。
【００１９】
本発明の組成物中で、カチオン性界面活性剤（ｉ）のレベルは組成物の全重量を基準とし
て好ましくは０．０１－１０重量％、より好ましくは０．１－７．５重量％、最も好まし
くは０．２－５重量％である。
【００２０】
カチオン性界面活性剤（ｉｉ）
本発明の頭髪トリートメント組成物は第二必須成分として、上記の一般式（ＩＩ）または
（ＩＩＩ）に対応するカチオン性界面活性剤（ｉｉｉ）を含有している。
【００２１】
一般式（ＩＩＩ）のカチオン性界面活性剤（ｉｉ）の好ましいサブセットは、式中の、
Ｒ１が、８－２０個、好ましくは８－１８個、より好ましくは８－１４個、いっそう好ま
しくは８－１２個の炭素原子を有しているヒドロカルビル鎖を表し、ヒドロカルビル鎖を
第四窒素原子に結合している官能価リンク部分が存在する場合、該リンク部分はＣ１－Ｃ

３アルキルエステル、Ｃ１－Ｃ３アルキルアミドまたはＣ１－Ｃ３アルコキシであり、
Ｒ２が、１－２０個、好ましくは１－１０個の炭素原子、より好ましくは１－４個の炭素
原子を有しているヒドロカルビル鎖を表し、
Ｒ３が、１－２０個、好ましくは１－１０個の炭素原子、より好ましくは１－４個の炭素
原子を有しているヒドロカルビル鎖を表し、アルコキシもしくはポリオキシアルキレン置
換基または結合基が存在する場合、これらの基はＣ１－Ｃ３の基であり、
Ｒ４が、１－２０個、好ましくは１－１０個の炭素原子、より好ましくは１－４個の炭素
原子を有しているヒドロカルビル鎖を表し、アルコキシもしくはポリオキシアルキレン置
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換基または結合基が存在する場合、これらの基がＣ１－Ｃ３の基であるような式（ＩＩＩ
）のカチオン性界面活性剤である。
【００２２】
好ましい実施態様では、カチオン性界面活性剤（ｉｉ）は、一般式（ＩＶ）：
Ｒ〔Ｃ（Ｏ）－ＮＨ－（ＣＨ２）ｍ〕ｎ－Ｎ＋（Ｒ１）（Ｒ２）－（ＣＨ２）ｐ－Ｃ（Ｏ
）－Ｎ（Ｒ３）（Ｒ４）（Ｘ－）
〔式中の、
Ｒは、５－３０個、好ましくは８－２０個、より好ましくは８－１８個、いっそう好まし
くは８－１４個の炭素原子を有している直鎖状または分枝状のアルキルまたはアルケニル
基であり、
ｍは２または３に等しい整数であり、
ｎは０または１に等しい整数であり、
Ｒ１及びＲ２は独立に、１－４個の炭素原子を有するアルキル基、または、ヒドロキシメ
チル、ヒドロキシエチルもしくはヒドロキシプロピル基であり、
ｐは１－３の整数であり、
Ｒ３は、
基－（ＣＨ２）ｑ－（Ｏ）ｙ－（ＣＨ２－ＣＨ（Ｒ５）－Ｏ）ｒ－Ｈを表し、ここに、
ｑは１－５の整数であり、
ｙは０または１に等しい整数であり、
Ｒ５は水素原子またはメチル基であり、及び、
ｒは０－１０の整数であり、但し、ｒとｙとが同時に０にはならないという条件付きであ
るか、または、
基－（ＣＨ２）ｓ－（ＣＨＯＨ）ｔ－（ＣＨ２）ｕ－ＣＨ３を表し、ここに、
ｓは０－２の整数であり、
ｔは０－６の整数であり、
ｕは０－５の整数であるか、または、
基－（ＣＨ２）ｖ－（ＣＨＯＨ）ｗ－ＣＨ２ＯＨを表し、ここに、
ｖは０または１に等しい整数であり、
ｗは１－６の整数であり、
Ｒ４は水素原子を表すかまたはＲ３と同義であり、
Ｘは、水溶性塩形成アニオン、好ましくは塩化物、臭化物または水酸化物イオンを表す〕
に対応するカチオン性界面活性剤である。
【００２３】
この定義中、“Ｒ４はＲ３と同義である”という表現は、Ｒ３とＲ４とが必ずしも同じで
なくてもよいがＲ４によって表され得る基がＲ３によって表され得る基と同じであること
を意味する。
【００２４】
一般式（ＩＶ）のカチオン性界面活性剤（ｉｉ）及びそれらの製造方法は米国特許第５，
５０８，４５４号（ＳＥＰＰＩＣ）に記載されており、適当な実例はコカミドプロピル－
Ｎ－２－ヒドロキシエチルカルバモイルメチルジメチルアンモニウムクロリドであり、Ｍ
ＯＮＴＡＬＩＮＥＣ４０（ＳＥＰＰＩＣ　ＵＫ製）として市販されている。
【００２５】
別の好ましい実施態様では、カチオン性界面活性剤（ｉｉ）が一般式（Ｖ）：
〔Ｎ（Ｒ１）（Ｒ２）（（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｍＨ）（（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｎＨ）〕＋（Ｘ
）－

を有しており、式中の、
Ｒ１は、５－３０個、好ましくは８－２０個、より好ましくは８－１４個、いっそう好ま
しくは１２－１４個の炭素原子を有している直鎖状または分枝状のアルキルまたはアルケ
ニル基を表し、
Ｒ２はＣ１－Ｃ３アルキル基、好ましくはメチルであり、



(7) JP 4815086 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

ｍ及びｎは各々独立に、１－１５、好ましくは１－１０、より好ましくは１－６、いっそ
う好ましくは１－３の整数であり、また、ｍ＋ｎが好ましくは２－２０、より好ましくは
２－１０、いっそう好ましくは２－４の整数であり、
Ｘは、ハロゲン（例えば、塩化物、臭化物）、酢酸塩、クエン酸塩、乳酸塩、グリコール
酸塩、リン酸塩、硝酸塩、硫酸塩及びアルキル硫酸塩ラジカルから選択されるアニオンの
ような塩形成アニオンである。
【００２６】
一般式（Ｖ）の好ましいサブセットでは、ｍ及びｎの少なくとも１つが１に等しく、好ま
しくは双方が１に等しい。
【００２７】
一般式（Ｖ）の組成物の適例は、ＰＥＧ－ｎアルキルアンモニウムクロリド（ここにｎは
ＰＥＧ鎖長）であり、例えば、商標Ｅｔｈｏｑｕａｄ　Ｃ／１２（Ａｋｚｏ　Ｎｏｂｅｌ
製）のＰＥＧ－２ココモニウムクロリド及び商標Ｂｅｒｏｌ　５５６（Ａｋｚｏ　Ｎｏｂ
ｅｌ製）のＰＥＧ－１５ココモニウムクロリドがある。
【００２８】
また別の好ましい実施態様では、カチオン製界面活性剤（ｉｉ）が一般式（ＶＩ）：
〔Ｎ（Ｒ１）（Ｒ２）（Ｒ３）（ＣＨ２ＣＨ２Ｏ）ｍＨ）〕＋（Ｘ）－

を有しており、式中の、
Ｒ１は、５－３０個、好ましくは８－２０個、より好ましくは８－１４個、いっそう好ま
しくは１２－１４個の炭素原子を有している直鎖状または分枝状のアルキルまたはアルケ
ニル基を表し、
Ｒ２及びＲ３はＣ１－Ｃ３アルキル基から独立に選択され、好ましくはメチルであり、
ｍは、１－１５、好ましくは１－１０、より好ましくは１－６、いっそう好ましくは１－
３の整数であり、最も好ましくはｍが１に等しく、
Ｘは、ハロゲン（例えば、塩化物、臭化物）、酢酸塩、クエン酸塩、乳酸塩、グリコール
酸塩、リン酸塩、硝酸塩、硫酸塩及びアルキル硫酸塩ラジカルから選択されるアニオンの
ような塩形成アニオンである。
【００２９】
適例は商標ＨＯＥ　Ｓ３９９６（Ｃｌａｒｉａｎｔ製）のココヤシアルキルジメチル（２
－ヒドロキシエチル）アンモニウムクロリドである。
【００３０】
本発明組成物中のカチオン性界面活性剤（ｉｉ）の総量は、組成物の全重量を基準として
適正には１－４０重量％の範囲、好ましくは２－３０重量％、最も好ましくは５－１５重
量％の範囲である。
【００３１】
本発明組成物中に組合せたカチオン性界面活性剤（ｉ）とカチオン性界面活性剤（ｉｉ）
との総量は組成物の全重量を基準として２重量を上回る量、好ましくは少なくとも５重量
％、より好ましくは少なくとも１０重量％である。
【００３２】
本発明組成物は、好ましくは１重量％を上回る量、より好ましくは少なくとも２重量％、
いっそう好ましくは少なくとも５重量％の（１種または複数の）水溶性界面活性剤を含有
している。好ましくは、本発明組成物が、１重量％を上回る量、より好ましくは少なくと
も２重量％、いっそう好ましくは少なくとも５重量％の水溶性カチオン性界面活性剤（ｉ
）及び／またはカチオン性界面活性剤（ｉｉ）を組成物中に含有している。水不溶性とい
う用語は、２５℃で０．２重量％を上回る濃度で水に溶解したときに透明な等方性溶液を
形成しない界面活性物質を意味すると理解されたい。
【００３３】
脂質材料
本発明の頭髪トリートメント組成物は、第三必須成分として、少なくとも１６個の炭素原
子から成る鎖長をもつ少なくとも１個の炭素鎖を有している脂質材料を含有する。
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【００３４】
このような材料が混在されるとカチオン性界面活性剤（ｉ）が組成物中で単純水溶液中の
ようなミセル形態でなく分散ラメラ相として存在し得ると考えられる。
【００３５】
脂質材料は、本質的に水不溶性であり、疎水性部分及び親水性部分を含有しており、天然
のまたは合成によって誘導された酸、酸誘導体、アルコール、エステル、エーテル、ケト
ン及びアミドであり、これらは、少なくとも１２個、好ましくは少なくとも１４個、より
好ましくは１６－２２個の炭素原子から成る鎖長をもつ炭素鎖を有している。脂肪アルコ
ール及び脂肪エステルが好ましい。脂肪アルコールが特に好ましい。
【００３６】
本発明組成物中に使用し得る好ましい脂肪エステルとしてはパルミチン酸セチル及びモノ
ステアリン酸グリセロールがある。適当な脂肪アルコールの例は、少なくとも１２個、好
ましくは少なくとも１６－２２個の炭素原子を有している脂肪アルコール、例えば、ラウ
リルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール及びベヘニルアルコール及び
それらの混合物であり、これらのアルコール自体が組成物の全体的コンディショニング特
性の要因となる。
【００３７】
本発明組成物中の脂質材料の総量は組成物の全重量を基準として適正には１－３０重量％
、好ましくは２－２０重量％、最も好ましくは５－１５重量％である。この量は、カチオ
ン性界面活性剤（ｉ）をラメラ液晶相に変換するために十分な量である。カチオン性界面
活性剤（ｉ）対脂質材料の重量比は適正には１０：１－１：１０、好ましくは４：１－１
：８、最適には１：１－１：７である。
【００３８】
組成物の泡立ち特性
本発明組成物は典型的にはカチオン性界面活性剤を主成分としているが、それらの泡立ち
力は従来のリンスオフ型頭髪コンディショニング組成物に比べて優れている。
【００３９】
本発明組成物の泡立ち力を評価するために使用できる試験方法はＡＳＴＭ　Ｄ　１１７３
－５３テストであり、これはＲｏｓｓ－Ｍｉｌｅｓテストとも呼ばれており、Ｊ　Ｒｏｓ
ｓ　ａｎｄ　Ｇ　Ｄ　Ｍｉｌｅｓ，Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｆｏｒ　Ｔｅｓ
ｔｉｎｇ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，１９５３，ページ６４４－６４６に記載されている。
【００４０】
本発明組成物は一般に、上記テストで泡の高さを測定したときに２０ｍｍ、好ましくは５
０ｍｍ、より好ましくは６０ｍｍ、最も好ましくは８０ｍｍを上回る泡の高さを有してい
る。
【００４１】
製品形態
本発明組成物の適当な形態としてはリンスオフコンディショナー、リーブオンコンディシ
ョナーまたはコンディショニングムースがある。
【００４２】
任意成分
アニオン性または両性の界面活性剤のような別の界面活性剤を任意成分として本発明組成
物に添加してもよい。しかしながら好ましくは、アニオン性及び／または両性界面活性剤
の総量は組成物の全重量を基準として６重量％以下、好ましくは４．５重量％以下、より
好ましくは３重量％以下である。
【００４３】
本発明組成物は場合によっては追加の頭髪コンディショニング剤、例えばシリコーンを含
有し得る。
【００４４】
シリコーンは特に好ましい頭髪コンディショニング剤である。代表的なシリコーンとして
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は揮発性及び不揮発性のシリコーン、例えば、ポリアルキルシロキサン（場合によっては
末端に１個または複数のヒドロキシル基が付加されている）、ポリアルキルアリールシロ
キサン、シロキサンガム及び樹脂、シクロメチコーン、アミノ官能性シリコーン、第四シ
リコーン及びそれらの混合物がある。
【００４５】
好ましいシリコーンは、ポリジメチルシロキサン（ＣＴＦＡ名称ジメチコーン）、シロキ
サンガム、アミノ官能性シリコーン（ＣＴＦＡ名称アモジメチコーン）及びヒドロキシル
化ポリジメチルシロキサン（ＣＦＴＡ名称ジメチコノール）である。
【００４６】
シリコーン粒子エマルジョンの調製には種々の方法を利用でき、これらの方法は当業界で
公知であり文献にも記載されている。
【００４７】
適当なシリコーンエマルジョンはプレ乳化形態で市販されている。プレ形成エマルジョン
は単なる混合によって組成物に混和できるのでこの形態が特に好ましい。
【００４８】
適当なプレ形成エマルジョンの例は、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇから入手可能なエマルジョ
ンＤＣ２－１３１０、ＤＣ２－１８６５、ＤＣ２－１８７０、ＤＣ２－１７６６及びＤＣ
２－１７８４である。これらはジメチコノールのエマルジョンである。シロキサンガムも
プレ乳化形態で入手できる。この形態は、配合容易という利点を有している。好ましい例
は、Ｄｏｗ　ＣｏｒｎｉｎｇからＤＣ　Ｘ２－１７８７として入手可能な材料であり、こ
れは架橋したジメチコノールガムのエマルジョンである。
【００４９】
本発明に従って使用される組成物に混和させるシリコーンの量は所望のコンディショニン
グレベル及び使用材料に左右される。好ましい量は組成物の全重量の０．０１－約１０重
量％であるが、これらの範囲は絶対ではない。下限はコンディショニングを果たす最小レ
ベルによって決定され、上限は頭髪及び／または頭皮が許容できない脂性になることを防
ぐ最大レベルによって決定される。全組成物の０．５－１．５重量％のシリコーンの量が
特に好適なレベルであることが知見された。
【００５０】
本発明組成物はまた場合によっては、粘度増強剤を含有し得る。
【００５１】
粘度増強剤の例は：
セルロース誘導体、例えば、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキ
シエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース及びヒドロキシプロピルメチルセル
ロース；
ナトリウムカルボキシメチルセルロース及びナトリウムカルボキシメチルヒドロキシエチ
ルセルロースのようなセルロースエーテルの水溶性塩；
カラゲナン、キサンタンガム、アラビアガム、トラガカントガム及びグアーガムのような
天然ガム、並びに、ヒドロキシプロピルグアー及びグアーヒドロキシプロピルトリモニウ
ムクロリドのようなそれらの誘導体；
無機増粘剤、例えば、コロイド状マグネシウムアルミニウムシリケート（Ｖｅｅｇｕｍ）
、微粉砕シリカ、ベントナイトのような天然クレー、ラポナイト（Ｌａｐｏｒｔｅ　Ｉｎ
ｄｕｓｔｒｉｅｓ　Ｌｔｄ製）として入手可能な合成ヘクトライトのような合成クレー；
ビニル型ポリマー増粘剤、例えば、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、アク
リル酸ナトリウム／ビニルアルコールコポリマー及びカルボキシビニルポリマー、例えば
、Ｂ．Ｆ．Ｇｏｏｄｒｉｃｈから商標Ｃａｒｂｏｐｏｌで入手できるような約０．７５％
－２．０％のポリアリルスクロースまたはポリアリルペンタエリトリトールで架橋された
アクリル酸ポリマー。
【００５２】
粘度増強剤としてはセルロース誘導体、特にヒドロキシエチルセルロースが特に好ましい
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。
【００５３】
コンディショニングムースの形態の本発明組成物は一般にエアゾール噴射剤を含有するで
あろう。この物質は、他の成分を容器から吐出させる機能、及び、ムースを形成させる機
能を果たす。
【００５４】
噴射ガスはエアゾール容器に従来から使用されている任意の液化性ガスでよい。適当な噴
射剤の例は、ジメチルエーテル、プロパン、ｎ－ブタン及びイソブタンであり、単独使用
または混用される。適当な噴射剤の別の例は、窒素、二酸化炭素及び圧縮空気である。
【００５５】
噴射ガスの量はエアゾール業界で周知の通常の要因に左右される。ムースの場合、噴射剤
のレベルは組成物の全重量を基準として一般には約２－約１５重量％、最適には約４－約
１０重量％である。
【００５６】
本発明の組成物に包含させる別の任意成分としては化粧組成物に使用し得る以下のような
慣用の添加物、例えば、乳化剤、保湿剤、懸濁化剤、レオロジー調節剤、真珠光沢付与剤
、乳白剤、塩、香料、緩衝剤、着色剤、皮膚緩和剤、皮膚湿潤剤、泡安定化剤、日光遮断
剤、殺菌剤、保存剤、抗酸化剤、並びに、天然の油及びエキスがある。
【００５７】
次に、以下の非限定実施例によって本発明を更に詳細に説明する。実施例に使用されたパ
ーセンテージはすべて、他に記述がない限りは全重量を基準とした重量％である。
【００５８】
実施例
以下の配合物を調製した：
実施例１
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重量％
セチルトリメチルアンモニウムクロリド　　　　　　　　　　２．０
ベヘニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．８
Ｎａｔｒｏｓｏｌ　ＨＨＸＲ，Ａｑｕａｌｏｎ製　　　　　　０．８
ＭＯＮＴＡＬＩＮＥＲＴＭ　Ｃ４０，Ｓｅｐｐｉｃ製　　　１０．０
水、微量成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要十分量
【００５９】
実施例２
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重量％
セチルトリメチルアンモニウムクロリド　　　　　　　　　　２．０
ベヘニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．８
Ｎａｔｒｏｓｏｌ　ＨＨＸＲ，Ａｑｕａｌｏｎ製　　　　　　０．５
ＭＯＮＴＡＬＩＮＥＲＴＭ　Ｃ４０，Ｓｅｐｐｉｃ製　　　１０．０
シリコーンＤＣ２　１３１０，Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ製　　０．５
水、微量成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要十分量
【００６０】
比較実施例Ａ－ツー・イン・ワン型シャンプー
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重量％
ラウリルエーテル硫酸ナトリウム（ＳＬＥＳ）　　　　　　１４．０
コカミドプロピルベタイン（ＣＡＰＢ）　　　　　　　　　　２．０
ＣＡＲＢＯＰＯＬＲＴＭ９８０，ＢＦ　Ｇｏｏｄｒｉｃｈ製　　 ０．２
エチレングリコールジステアレート（ＥＧＤＳ）　　　　　　１．５
シリコーンＸ２　１７６６，Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ製　　　１．５
水、微量成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要十分量
【００６１】
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比較実施例Ｂ－（ｉ）シャンプー＋（ｉｉ）コンディショナー（順次に塗布）
（ｉ）シャンプー－成分　　　　　　　　　　　　　　　　　 重量％ 
ＳＬＥＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４
ＣＡＰＢ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
ＥＧＤＳ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５
塩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６
（ｉｉ）コンディショナー－成分　　　　　　　　　　　　　 重量％
セチルトリメチルアンモニウムクロリド　　　　　　　　　　　１．０
セチルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
水、微量成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５
【００６２】
試験方法
片頭実験（ｈａｌｆ　ｈｅａｄ　ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ）（テストあたり３６人）では
専門美容師によって標本の塗布及び評価を行った。一定量の各標本を頭の片側ずつに塗布
した。その後は製品を正常手順で使用した。美容師はパネリストの頭髪を多くの特性につ
いて評価し、各特性の効果が大きい側を選択するかまたは選択できないと評価した。トリ
ートメントの終了後、頭髪の幾つかの重要な特性に関してはパネリストも評価に参加した
。
【００６３】
評価の結果
美容室で行った片頭実験における特性に関する投票結果を以下の表に示す。
【００６４】
【表１】
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【００６５】
泡試験
次表に示す配合物の泡の高さをＲｏｓｓ　Ｍｉｌｅｓテストを使用して以下の手順で評価
した。
【００６６】
室温で測定を行った。１部の被験配合物と９部の水との割合で溶液を調製し、液体表面の
泡を完全に除去した。２００ｍｌの液を上室及び下室の双方に配置した。液を上室から下
室の液体の表面中央に流下させた。液が完全に流出してから５分後に、室の周囲の４点で
泡の高さ（及び平均）を記録した。装置を洗浄し、各被験溶液で測定を更に２回繰り返し
た。全部で３つの値の平均値を算出した。
【００６７】
試験の結果を表の最下欄に示す。
【００６８】
【表２】
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